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第１５回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年５月２７日（水）１７時３０分～１９時００分 

本庁４階 大会議室 

 

１ 緊急事態宣言全面解除に伴う今後の対応について 

【新潟県の方針】 

・政府のコロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、「新しい生活様式」の定着を前

提に、県の専門家会議の助言や県内の感染状況や感染拡大リスク等について、継続的に評価

を行いながら、外出の自粛等について、概ね３週間ごとに、段階的に緩和していく。 

・自粛、休業要請等については、今後の県内の感染状況や医療提供体制を踏まえて、「平時」「注

意報」「警報」「さらなる警報」の４つの警戒レベルを示して感染拡大に対応する。 

 ・県立学校の部活動の再開について、６月８日（月）から徐々に活動日数、活動時間等を増や

す。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当分の間、宿泊を伴う合宿、遠征等

は不可とする。 

【本市の対応】 

 ＜対策本部について＞ 

 ・全国の緊急事態宣言が解除されたことから、法に基づく市の対策本部は廃止となるが、県内

の感染状況は予断を許さず、第２波の発生も想定されることから、当面の間、必要に応じて

法に基づかない任意の対策本部として会議を開催する。 

 ＜市民プラザ＞ 

 ・パブリックスペース（保育ルームを除く）は６月１日（月）から開放。７月１日（月）利用

分から条件付きで会議、研修、試験以外の貸館を開始。 

 ＜アルフォーレ、産業文化会館＞ 

 ・指定管理者と協議の上、会議、研修、試験以外の利用開始日を決定する。 

 ＜柏崎公民館夏の講座＞ 

 ・条件付きでルーシーダットン、レンジで作るオリジナルチャームの２講座を開催する。「ボイ

ストレーニング体験、習慣」、「フルーツティラミスと水まんじゅう」、「子どもコース」は中

止する。 

 ＜図書館＞ 

 ・市外在住者の利用自粛を解除し、６月１日（月）から条件付きで利用できるサービスを拡大

し、２階ホールのフリースペースは、席を減らして利用を可能とする。 

 ・新聞の閲覧、参考図書の利用、ＤＶＤ視聴は休止を継続する。 

 ・イベント、行事は準備ができ次第再開するが、「夏休み子ども一日図書館員」は中止する。 

 ＜スポーツ施設＞ 

 ・スポーツ関連施設に係る制限を６月８日（月）から更に緩和する。ただし、トレーニング室

は時間短縮して試験的に利用を再開する。 

 ・スポーツハウス体育館については、当面の間は閉鎖を継続する。（中央地区コミュニティセン

ターとの関連事業で使用する場合を除く。） 

 ・学校体育施設開放事業については、不特定多数の利用があることから衛生管理に課題がある

ため、当面の間は施設の開放はしない。 
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 ・アクアパークレジャープールと陸上競技場の利用者制限数は、２００名とする。 

 ＜総合福祉センター＞ 

 ・６月１８日（月）まで、条件付きで一部貸館のみ利用とし、その後は状況見て判断する。 

 ＜くらしのサポートセンター＞ 

 ・えきまえについては、６月１９日（火）から利用を半日とし、一部の利用のみ再開する。各

地区会場については、えきまえの状況を見て７月１日（水）からの再開予定。 

 ＜コツコツ貯筋体操＞ 

・センター会場は、６月１９日（金）から予約制入替制で再開する。各地区会場については、

センターの状況を見て７月１日（水）からの再開を見込むものとする。 

 ＜パワーリハビリ＞ 

 ・６月２９日（月）から、利用制限付きで再開する。 

 ＜結の里＞ 

・くらしのサポートセンターえきまえの状況を見て、７月１日（水）からの開放を再開する。 

 ＜西山いきいき教室＞ 

 ・いきいき館ホール開放に合わせて再開する。 

＜元気館＞ 

・６月１日（月）から、利用時間を１５時までとして一般利用を再開する。 

 ＜各地区コミュニティセンター＞ 

 ・６月１日（月）から利用可能とする。ただし、利用者を市内在住者に限る。また、小中高校

生が体育館を利用する場合は、６月７日（日）までは月から金曜日の１時間程度とする。 

 ・当面の間、コミセン地域内の登録団体の利用を優先する。 

 ＜大崎温泉雪割草の湯＞ 

・７月１日（水）から感染予防対策を講じた上で利用を再開する。ただし、月曜日と金曜日は

休館日とし、当面は食事を提供しない。 

 ＜西山自然体験交流施設ゆうぎ＞ 

  ・６月１日（月）から予約受付を開始し、７月１日（水）から感染防止対策を講じて利用を

再開する。 

 ＜海水浴場＞ 

・感染症予防に留意しながら開設準備を進める。 

 ＜ワークプラザ＞ 

・利用の内容や感染症予防対策について、指定管理者が判断して再開する。 

 ＜定期健診について＞ 

  ・６月から予定どおり再開。４、５月中止分については、６月中旬までに代替日を確定する。 

 

２ その他 

 ＜特別定額給付金の申請状況等について＞ 

  ・申請状況（５月２６日（火）現在） 申請率 約８８．７％ 

  ・支給状況（５月２７日（水）現在） 申請に対する支給率 約９８．５％ 
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３ 本部長指示 

（副本部長） 

 ・新しい生活様式をベースとして人々の行動制限や自粛が段階的に緩和されていく中で、その

道筋を守りつつ、経済と生活の回復に努力をしなければならないと考えるので、職員はそれ

に向けた行動を引き続きお願いしたい。 

 

（本部長） 

 ・緊急事態宣言は解除されたが、経済回復に向けて様々な施策が必要であると考える。 

・市民の生活や気持ちに寄り添いながら、現実にマッチしているか否かを意識して施策を打ち

立てる必要がある。 

 ・今後も今以上に厳しい状況が発生するであろうことを意識しながら、各人それぞれの仕事の

在り方や行動様式を考えてもらいたい。 



 
 

第１６回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年６月１９日（金）１０時００分～１１時００分 

本庁４階 大会議室 

 

１ 段階的解除に伴う今後の対応について  

【柏崎市の主な施設対応】 

 ●市民プラザ、アルフォーレ、産業文化会館 

・手洗い、マスクの着用、人と人との距離の確保、適度に換気することを条件に利用を認める。 

・６月２０日（土）から、県外在住者の利用を認め、各部屋・ホール等の利用可能人数を定数

の２分の１以内とする。 

・市民プラザは、６月３０日（火）までは、会議、研修、試験の利用目的に限って利用可能と

する。 

●図書館 

・休止していた、新聞の閲覧、ＤＶＤ視聴を６月２０日（土）から再開する。 

●スポーツ施設 

・スポーツ施設の利用制限は、社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドラインに基づ

いて、各施設のガイドラインを設定し、適用する。 

・６月２９日（月）から、県外者の利用を可能とし、利用人数などの制限をかけるが、概ね通

常に近い開館形態になる。 

●柏崎港公園プール 

・開設を中止する。 

●夢の森公園 

・夢の森公園の各プログラムは、感染拡大防止対策が図られたものから順次開催する。 

●県立こども自然王国 

・７月１日（水）から近隣県（富山・長野・山形）者の利用を可能とする。 

●総合福祉センター 

・６月１９日（金）から調理実習室を除いて貸館を再開する。 

●コミュニティセンター 

・小中学校の体育施設の開放に合わせ、７月１３日（月）から利用者の制限を設けない。 

●市民活動センター、中越沖地震メモリアル 

・６月１９日（金）から感染防止対策をすることで、利用者の制限を設けない。 

●高柳じょんのび村 

・７月２日（木）から感染防止対策を実施することで、再開する。 

●シーユース雷音 

・再開について指定管理者と協議中であり、当面は休館を継続する。 

●雪割草の湯、ゆうぎ 

・７月１日（水）から営業を再開する。 

 

 

 



 
 

２ その他  

 ・新潟市において新型コロナウイルス感染者が３４日ぶりに１名確認された。新潟市内では６

４例目、新潟県内では８３例目になる。 

３ 本部長指示 

（副本部長） 

・引き続き緊張感を持って、新しい生活様式などに則り、市民の皆様が、日常生活、経済活動

を行っていただけるように、それぞれの部署で対応をお願いする。 

 

（本部長） 

・一段落という感もあるが、一段落とは考えずに、一つの過程であると考えてもらいたい。 

・新たな生活様式に基づいた、手洗い、マスク、熱中症など、気を付けなければならない部分

は継続すること。 

 

以 上 



 
 

第１７回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年７月３１日（金）１５時００分～１６時００分 

本庁５階 第一委員会室 

 

１ 今後の対応について  

 【市役所関係】 

  窓口のパンフレット類撤去、筆記具の消毒を全庁的に行う。 

  

【柏崎市の主な施設対応】 

●アクアパーク 

夏季繁忙期の対応について、８月１日からの規制緩和は実施しない。 

●図書館 

利用者について、県内の方の限定については、県の状況を見ながら対策本部会議で判断する。 

●県立こども自然王国 

８月１日（土）から、県外の方の御利用については、当面の間、御遠慮いただくようお願い

する。 

●新成人フェスティバル 

 １０月３１日に開催予定であることは、８月５日の市長定例記者会見では発表しない。 

●第二次成人式 

現段階では、新成人フェスティバル同様に記者会見で話はしない。 

 

２ 本部長指示 

（副本部長） 

 ・これから夏休みやお盆を迎えることを考えれば、柏崎市で感染者が出てもおかしくない状

況である。 

・この状況に慌てることなく、冷静に、そして、改めて気を引き締めて、それぞれの部署で

対応をお願いしたい。 

 

（本部長） 

  ・国の方針としてＧｏｔｏキャンペーンは開始しており、柏崎市に来られる方も大勢となる。 

  ・柏崎市としても、感染拡大に対し危機感、緊張感を県と共有する必要がある。 

  ・公務員としての意識、市民としての意識を持ち、今難しい状況にあることを認識すること。 

  ・緊張感を継続することは難しいと思うが、こういう状況に至ってもう一回気を引き締める

ようにお願いする。 

 

以 上 
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第１８回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年８月３日（月）１５時４５分～１６時１５分 

本庁５階 第一委員会室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について 

（危機管理監） 

 ・昨日、富山県射水市において１名感染者が発生したが、その濃厚接触者として、柏崎市にお

いて３名の感染者が確認された。射水市の感染者の家族で、父、母と弟である。 

  

（市長） 

 ・昨日午後、市内の３名全員に対し「自宅待機」を依頼し、昨日から自宅待機が守られている。 

 

（福祉保健部長） 

 ・３名とも今朝の時点では症状が軽いが入院を予定しており、うち２名は市内医療機関に入院

の予定である。 

 ・昨日昼前に富山県厚生部から新潟県福祉保健部に連絡が入っている。 

 ・柏崎保健所は、富山県高岡厚生センター射水支所と連携をとっている。 

 

２ その他 

（子ども未来部長） 

 ・新規感染者が発生した場合は、母子検診は取りやめるとしていたが現時点ではどうか。 

（市長） 

 ・検診会場である健康管理センターの空きスペースを利用し、より一層の感染拡大防止策を講 

じた上で予定どおり実施することとする。 

 

３ 本部長指示 

（本部長） 

 ・市内に新たな感染者が発生したことを受け、業務に様々な影響が出てくることが予想される。 

 ・部、課でそれぞれ予定していたものの実施の可否についてシミュレーションをしておくこと。 

  

以上 



 
 

第１９回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年８月４日（火）１１時３０分～１２時２０分 

本庁４階 大会議室 

 

１ 今後の対応について  

・７月２５日から８月３日までの間に濃厚接触者の可能性がある方が利用したと思われる施設

に関しては、４日間（８月７日まで）利用停止とする。 

・濃厚接触者の可能性がある方が利用したと思われる小・中学校の体育館は、学校授業での体

育館の使用を中止する。 

・１０月２５日の秋の収穫祭は中止とする。 

・１階ロビーにある、パンフレット等については、感染拡大予防のため、一旦撤去している。 

  なお、閲覧用として配置が必要なものについては、脇に手指消毒剤を設置している。 

・施設イベントについては、判断基準や有人施設における対応等指針を改めて確認しながら、

今後の対応を検討する。 

 

２ 本部長指示 

（本部長） 

・濃厚接触者の全員が陰性であることを望むが、仮に何人かが陽性だったということを想定し、

それぞれの部、課、所管する施設等を含めた対応をできるように、想像しながら事前準備を

すること。 

・不確定な噂など、誹謗中傷につながるような兆しもある。一番つらい思いをしているのは感

染者本人であるということを認識していただきたい。 

・想像力を発揮して、今から対応の組立てをお願いする。 

 

以 上 
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 第２０回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年８月６日（木）１８時００分～１８時１６分 

本庁５階 第一委員会室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について 

 ・柏崎市において新たに１名の感染者が確認された。市内７例目（県内１１７例目）４０代女

性の濃厚接触者である。 

・これまでの検査状況について、濃厚接触者７１件のうち、本日１名の医療機関の関係者の陽

性が判明した。それ以外に、３２件の陰性、３件の保留という状況である。残る３５件の検

査結果が判明していない。本日の３件の保留の結果は８月７日中に出る状況である。 

・濃厚接触者であるかどうかの判断は保健所が行う。 

・ただし、発熱や息苦しさなどの自覚症状があれば、保健所に行動履歴を詳細に話した上で対

応をとっていただきたい。 

 

２ その他 

・市内５か所のコミュニティセンターは８月７日（金）まで休館している。 

・新潟県においては、魚沼基幹病院に千葉県から応援に来ていた医師１名の感染が確認された

との情報がある。これについては、千葉県でのＰＣＲ検査により陽性が判明したものである。 

 

３ 本部長指示 

・感染者や感染者が出た会社、医療機関への配慮を引き続きお願いする。 

・お盆の帰省について、市としては国や県をこえてはっきりとしたことが言えないのはもどか

しいところであるが、市職員は危機感を持って認識する必要がある。市内でも市外でもそれぞ

れが自覚を持った行動をするように。 

 

以上 



 

 

第２１回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年８月７日（金）１６時３０分～１６時５０分 

本庁５階 第一委員会室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について  

・柏崎市において、新たに１名の感染者が確認された。 

・４０歳代の男性会社員で、８月３日に感染が確認された県内１１６例目の男性会社員の濃厚

接触者である。 

・８月３日に感染が確認された３名の濃厚接触者の検査結果は、本日３５名全員（高校生を含

め）の陰性を確認した。 

 

２ その他 

 【市の対応について】 

・新たに感染が確認された当該会社員の同居家族の中に、小・中学生がいることから、当該校

の保護者に対して、家族の健康状態の観察や冷静な対応をお願いする旨のメールを本日送付

する。 

・当該校のスクールバスの状況について、本日の下校時は、通常利用しているバスとは別のバ

スを用意した。 

・バスの消毒は、通常業務として乗・降車時に毎回行っている。 

・学校開放事業について、濃厚接触者が全員陰性であったが、予定どおり８月１６日まで閉鎖

とする。今後、問題がなければ、８月１７日から再開とする。 

 

３ 本部長指示 

 （副本部長） 

・これからの時期、特に市外、県外から来られる方がいることを念頭に置いて、今後も気を引

き締めて対応すること。 

 

（本部長） 

・何とかここでとどまってもらいたいが、まだ予断を許さない状況である。 

・国も県も、大人数の会食について指摘していることに留意すること。 

 

 

以 上 
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第２２回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年９月１８日（金）１７時１５分～１８時００分 

本庁５階  第一委員会室 

 

１ 催物の開催制限等について  

国及び県において、９月１９日以降のイベント開催制限の段階的な緩和について（当面１１

月３０日までの措置）、催物の開催制限緩和が示された。 

・屋内と屋外に分けていたが、参加者の歓声・声援の有無と施設の収容人数から整理して見

直す。 

・１万人を超える会場で行われるプロスポーツやロックコンサートなどは、収容人数の５

０％までであれば、参加人数の上限はなくなる。 

・１万人以下の施設で開かれるライブハウス・ナイトクラブのイベント、子どもらが集まる

キャラクターショー、競馬などの公営競技、遊園地内の絶叫系アトラクションなどは、上

限５，０００人を設け、収容率５０％までになる。１１月末までの措置とする。 

 

２ その他 

・各課のカウンター等のパンフレット類については、現時点において柏崎市内での感染が落ち

着いているので、それぞれの部署で設置が必要であれば可とする。 

 

３ 本部長指示 

（副本部長） 

・緩和できるという方向は良いことであるが、県内の発生状況、東京のＧｏＴｏキャンペーン

を考えれば、柏崎も油断はできないので、引き続き気を引き締めて対応をすること。 

 

（本部長） 

・１０月から１１月にかけ、インフルエンザと新型コロナウイルスの両方は経験していないこ

となので、気を緩めることができない状況にある。 

 

以 上 
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第２３回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月１１日（水）１７時３０分～１７時５０分 

本庁４階 大会議室 

 

１ 県内の感染状況・注意報発令について 

・県内で新型コロナ感染者が増加していることを受け、本日、新潟県が対策本部会議を開き注

意報を発令した。 

・現時点では新潟市で２名、南魚沼市で１２名の計１４名の新規感染者の発生となっている。 

・南魚沼市ではクラスターが発生しており、長岡市ではイベントによる感染拡大の恐れがある

など予断を許さない状況となっている。 

 ・南魚沼警察署においてクラスターが発生し、１２名の警察官の感染が判明。南魚沼警察署員

９０名が本日、自宅待機となっている。これを受け県警察本部は独自に対策本部を設置し対

応を行うこととしている。 

 ・本日、柏崎保健所管内で３名がＰＣＲ検査を受け、２名が陰性、１名は再検査となっている。 

  

２ 今後の対応について 

 ・現状、県内に注意報が発令されており、市内ではＰＣＲ検査が実施されており検査結果が判 

明していない状況であるが、各部署においてはイベント等実施の判断基準に基づき十分な取 

組みを行った上で実施するよう対応をお願いしたい。 

 ・週末には市長選挙の投票日を迎える。寒い時期ではあるが、換気を十分に行うなど、感染拡

大防止に努める必要がある。 

 ・選挙は中止できないが、十分な換気を行うこと。また、入場制限まではできないが、投票所

も広く使って密を避け、間隔を十分とる等、有権者に支障とならないような措置を選挙管理

委員会に伝えること。 

 

３ その他 

・週末（11/13、14）に総合体育館でバスケットボールの県高校秋季地区大会が開催され、男子

１８チーム、女子１６チームが参加するとの情報が入っている。今のところ主催者側で中止

等の判断はされていない。 

・現時点では、対応を行いながら実施することで良いが、新規感染者が発生した場合は改めて

協議が必要である。 

・イベント中止のシミュレーションを想定して準備を行っておくこと。 

 

４ 本部長指示 

(副本部長) ※本部長（市長）からの指示事項として 

・ＧｏＴｏ忘新年会については、状況を見ながら今後判断する。 

・新たな感染者の増加がみられることから、情報収集に努めること。 

 ・早め早めの対応を心掛け、緊張感を持って対応を行うこと。 

   

                                    以上 
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 第２４回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月１７日（火）１７時１５分～１７時２６分 

本庁５階 第一委員会室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について 

 ・柏崎市において新たに１名の陽性者が確認された。市内１１例目（県内２６１例目）の陽性

者である。 

・本日、県内では３３名が入院予定である。昨日の時点で既に入院中の方が３９名おり、合計

すると現在７２名が入院又は入院予定という状況である。 

 ・新潟県が現在確保している新型コロナウイルス感染症指定病院の最大受け入れ可能病床数は

４５６床である。現時点ではまだ余裕があるが、今後新潟市の状況や柏崎市を含む他の自治

体の状況次第では、更に入院患者が増える可能性がある。このような状況に対して要請があ

れば市内の病院も含めて協力体制や準備を進めているところである。 

 

２ その他 

  なし 

 

３ 本部長指示 

・各所属においては、国県の動きなど関係するところを含めて情報収集に当たること。 

・市民の皆様に対しても、冷静かつプライバシーに配慮しながら対応をお願いしたい。また、

少しでも具合が悪いときは、まず電話をするように。広報かしわざき１１月号の最後のペー

ジを御覧いただくということを含めて職員からも周知をお願いしたい。 

 

以上 

 



 

 

 

第２５回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月２０日（金）１６時４５分～１７時１５分 

本庁４階  大会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について  

・本日、柏崎市において学校関係者２名の感染が確認された。 

・このほか４名が、発熱などの症状があり、現在ＰＣＲ検査を受けている。 

・今回は、３月、４月、８月よりも格段に複雑な要素で、かなり影響が大きい事案である。 

 

 

２ 今後の対応について 

・当該学校について、当面の間休校せざるを得ない。 

・当該学校の消毒について、日頃消毒を行っているが、さらに安全確保のため消毒を実施する。 

 

 

３ その他 

  なし 

  

 

４ 本部長指示 

・春、夏の状態とはレベルが違う。 

・規模及びクオリティも違うため、プライバシーに留意しながら慎重に対応をお願いしたい。 

 

以 上 

 



 

 

第２６回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月２０日（金）２０時４０分～２１時００分 

本庁４階  大会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について  

・本日、感染が確認された２０代女性の家族は、全員陰性であった。 

・ＰＣＲ検査を受けた教諭４名のうち、３名が新たに陽性と判明した。 

 

 

２ 今後の対応について 

・明日から当該教諭が担任する児童について、優先的にＰＣＲ検査を実施する。 

・今の状況からすれば、当該校の児童及び教諭全員が検査を受けることになる。 

・保護者には、既に学校を通じて２名の陽性が確認されたことを連絡したが、明日再び追加の

３名の感染者が確認されたことを含めて、外出をしないように全員に連絡する予定である。 

・当該校の消毒について、明日９時から消毒を行う。 

・当該地域の児童クラブは、学校休校に合わせて閉鎖する。 

 

 

３ その他 

  なし 

  

 

４ 本部長指示 

・春、夏の感染状況と比べ、今回は格段に緊迫感が高い状況である。 

・今後ＰＣＲ検査を受ける人数も含め、非常に厳しい状況である。 

・皆さんで力を合わせて、厳しい状況を乗り越えることができるよう協力をお願いしたい。 

 

以 上 
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第２７回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月２１日（土）１３時３０分～１４時１２分 

本庁４階 大会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検体検査結果について 

 ・感染者１２例目（２０代女性）、１３例目（５０代男性）、１４例目（５０代女性）、１５例目

（５０代女性）、１６例目（５０代男性）及びその方々の御家族の現状について報告。 

 

２ その他 

 ・市内全小中学校の学校開放を１１月２８日（土）まで休止する。 

 

３ 本部長指示 

（副本部長） 

 ・重大な状況になってきていることから、関連する情報は速やかに提供すること。また、必要

な情報は、保健所にも提供すること。これらを徹底的に実施すること。 

（本部長） 

・当事者の気持ちを想像し、どのように行動したら市民の皆さんが安心できるかという見地に

立って行動すること。 

 

以上 



 
 

 

第２８回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月２２日（日）１６時１０分～１６時４０分 

本庁４階  大会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検査結果について  

【１１月２０日（金）】 

・当該校５名の陽性が判明 

・最初の陽性者の同居等家族のＰＣＲ検査を即日実施し、全員の陰性が判明 

【１１月２１日（土）】 

・午前、当該校の在校生の一部の検査を実施。翌日午前に全員の陰性が判明 

・当該校陽性者の同居家族の検査をし、２２日（日）午前に検査者全員の陰性が判明 

・午後、当該校教職員のＰＣＲ検査を実施。２２日（日）に結果がでる予定 

【１１月２２日（日）】 

・５名の陽性及び１名の再検査 

・午前、当該校の在校生の一部の検査を実施し、２３日（月）に結果がでる予定 

・当該校勤務の市外在住教諭（２０日陽性判明）の同居家族のＰＣＲ検査を実施し、２３日

（月）に結果がでる予定 

 

２ 今後の体制 

・当該校及び近隣校は、当面の間休校とする。 

・陽性者の行動履歴により公共施設の消毒をする。 

・陽性者が頻繁に利用している施設があれば閉鎖も検討する。 

・当該校区の近隣コミュニテイセンターは、２２日（日）から２６日（木）まで休館とする。 

 ・当該校及び近隣校に通っている子どものきょうだいは、保育園の登園を自粛してもらうよう

に依頼する。 

 

３ その他 

  なし  

 

４ 本部長指示 

・教職員の方々がさらに５名陽性であった。事態は、春・夏と比べかなりレベルが違う。 

・大変であるが緊張感を持って対応すること。 

 

以 上 
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第２９回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月２３日（月）１５時００分～１５時３０分 

本庁４階 大会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検査結果について 

 ・昨日ＰＣＲ検査を受けた７５名中、本日７名の児童の陽性が判明した。 

 ・消毒が必要な施設は、本人への聴き取りの中で立ち寄った施設が明らかになったため、該当

施設に連絡を行った。 

 ・市民プラザ３階についてはおおむね２週間閉鎖することとした。 

 ・学校体育施設については、１１/２８（土）まで開放しないこととし、場合によっては期間の

延長を検討する。なお、各施設及び関係団体には注意喚起の文書により啓発する予定である。 

 

２ 今後の体制 

 ・保育園は、陽性が確認された方の家族に保育園関係者（園児、保育園職員）がいる場合は、

登園自粛をお願いしている。濃厚接触者の場合は、保健所の指示となる。 

・１１/２４（火）から全保育園において、全ての保護者の保育園内への入室制限を実施する。

その他は、対応指針に沿って対応する。 

・子育て支援室は、先日から２か所増え、私立の４室について当面の間、閉室する。 

・公立は、感染対策（マスク着用、消毒、入室制限等）を実施して開室を継続するが、今後の

状況によっては閉室もあり得る。 

 

３ 本部長指示 

（本部長） 

 ・何よりも大切なものは、子どもたちの生命、人権、プライバシーであり、何としてでもこれ

を守らなければならない。その責任は、それぞれの教育現場のマネジメントを司る校長先生

方にあることを伝えた。 

 ・先生方個人の生活もあるが、個人の生活の部分を含めてこれまでより意識を高めていただき、

子どもたちの生命を守ってもらいたいとお願いしてきた。 

 ・公立学校におけるクラスターは、県内では初例である。公立学校におけるクラスターの発生

という事態の深刻さ、重さ、大きさについて、教職員のみならず、市職員も真剣に受け止め、

対応をしてほしい。 

 

 以上 

  

 



 

 

 

第３０回 新型コロナウイルス感染症に関する対策本部会議 議事録（抜粋） 

 

令和２（２０２０）年１１月２４日（火）１５時００分～１５時３０分 

本庁４階  大会議室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の検査結果について  

【１１月２４日（火）】 

  ・午前、３名の陽性が判明 

 

２ 今後の体制 

 ・休校については、荒浜小学校が１２月４日（金）まで、松浜中学校は１１月２５日（水）ま

でとする。 

 ・市民プラザについては、１１月２４日（火）から１２月３日（木）まで、３階全室を一時閉

鎖とする。 

 ・スクールバスの校外利用については、２週間中止とする。 

  

３ その他  

 ・本庁、教育分館及び第二分館に、サーモグラフィカメラを計５台設置した。 

 

４ 本部長指示 

・感染原因については、学校の先生方と決めつけられないことを頭に置くこと。 

・市民の皆さんに安心してもらえるように、私たちがどのように対応するかが大切である。 

 

  

                                   以 上 


